
 

令和元年第１回相楽郡広域事務組合議会臨時会審議結果 

 

 

 

 令和元年第１回相楽郡広域事務組合議会臨時会が、６月３日(月)に大谷処理

場会議室において会期１日間で開催されました。 

 今臨時会では、議長及び副議長の選挙が行われ、地方自治法の規定による指

名推選で議長に精華町議会の杉浦正省議員が、副議長に和束町議会の小西啓議

員がそれぞれ当選されました。 

○議会運営委員会委員が決まりました。 

 

委員長 副委員長 委 員 

宮崎 睦子 岡田  勇 

山本 和延         

杉岡 義信 

廣尾 正男 

  ※議会運営委員会は、議会の円滑な運営と効率的な議事の進行を図るため、

議会運営全般について協議する委員会です。 
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○提出議案 

議案番号 件  名 提案理由･概要 議決結果 

同  意 

第 １ 号 
相楽郡広域事務組合監

査委員の選任について 

議員のうちから選任する監査委員と 

して山本和延氏（木津川市議会議長）を

選任するため、地方自治法第２９２条に

おいて準用する同法第１９６条第１項

の規定により、議会の同意を求めるもの

です。 

同 意 

（全会一致） 

議    案 

第 ７ 号 

専決処分の承認につい

て 

平成３１年度相楽郡広域事務組合一 

般会計補正予算（第１号）を、地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき、平

成３１年４月１日に専決処分したため、

同条第３項の規定により、これを報告

し、議会の承認を求めるものです。 

承 認 

（全会一致） 

議  案

第 ８ 号 

相楽郡広域事務組合大

谷処理場基幹的設備改

良工事請負契約の締結

について 

相楽郡広域事務組合大谷処理場基幹

的設備改良工事請負契約を締結するこ

とについて、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により、議会の議決を求め

るものです。 

可 決 

（全会一致） 
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